
サンバレー商品券の払戻し手続きについて

払戻し対象商品券

１ 対象となる商品券の名称及び券面額

・ サンバレー商品券 ・・ ・ １０００円券及び５００円券

２ 受　　付　　期　　間

２０１１年　　　　　　　　　　　　　　　　　から ２０１２年　　　　　　　　 　　　　　　　　　までの３ヶ月間１２月１日 （木） ２月２９日 （水）
※受付時間内の午前１０:００～午後８:００まで（年中無休）

３ 払 戻 し の 申 出 方 法

また、 諸事情により店舗にご来店いただけない場合は、 郵送による申出も受付けますので、 下記のお問合せ先にご連絡ください。
※弊社以外のイオングループ各社が運営する店舗では払戻しができませんので、 ご注意ください。

４ 払　戻　し　の　方　法

券面額に応じた金額を現金にて払戻しさせていただきます。

５ お　 問　 合　 せ　 先

津南郊ショッピングセンター株式会社
住　　　所／三重県津市高茶屋小森町１４５番地
電話番号／０５９－２３４－７７１１

　津南郊ショッピングセンター株式会社が過去に発行しましたサンバレー商品券（下記１．に記載）は、
２０１１年１１月３０日（水）をもって、利用を終了いたしました。
　つきましては、下記の方法により資金決済法第２０条第１項に基づく払戻し（現金との交換）をさせて
いただきますので、サンバレー商品券をお持ちのお客さまは、受付期間内にお申し出いただきたく存じま
す。受付期間にお申出されない場合は、本払戻し手続から除斥されますので、お早めにお手続きいただ
きますようお願い申し上げます。
　なお、イオン株式会社またはイオンリテール株式会社が発行する「イオン商品券」は、本払戻しの対象
外となり、引き続きご利用いただけます。
　今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年１２月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津南郊ショッピングセンター株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記の受付期間内に、弊社店舗のサービスカウンターにサンバレー商品券をご持参の上、従業員にお申し出下さい。


